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08年 6月 10日　市警ニュース
JSS和訳

６月１６日（月曜日）から、自転車交通安全運動

－ 皆で責任を持ち合おう－ が始まる。

自転車交通安全運動が週明けから始まるにあたってトロント市警は、市民の誰もが、道路

を安全に利用する責任を持つよう呼びかける。

車を運転する、自転車に乗る、道路を歩く、または道路の周辺をを歩くといったどの場合

でも、交通安全は第一優先事項である。道路、歩道、小道、空き地を使用する人たちのこ

とを皆が気を配り、これらの場所をできる限り安全にするよう協力し合はなければならな

い。

自転車安全運動に際して、以下はいくつかの助言である。

1)　利用する場所の安全に関する法律と、利用する交通手段に関する規則を知ろう。
2)　速度を落とし、周囲に気を配ろう。あなたが救える命はあなた自身のものであるかも
知れない。

3)　自分の動きを合図し、全ての交通信号と、交通の流れを緩和する標識に従おう。
標識に特例が表示されていない限り、皆が従わなくてはならない。

4)　子どもと動物には特に注意しよう。子どもや動物の動きは、予期できるとは限らない。
5)　自転車用区分帯は自転車のためのものだ。車、トラック、オートバイをそこに駐車し
てはならない。

6)　まず最初に道路の安全を確かめ、安全を確認できるまで、車道には入らない。
7)　 利用する交通手段に必要な器具や装備があること、それらが適切に機能することをを
確かめる。

8)　そんな法律があるとは知らなかったというのは、違反の言い訳にならない。まずわが
身を正して、道路安全のための責任を全うしよう。

自転車交通安全運動は、道路を使用する人々のうち自転車を運転する人だけを対象とする

ものではない。車を運転する人、歩行者、そして安全で効率的な市内のの交通の流れを乱

す人は誰でも、このキャンペーン中だけではなく、いつも取り締まりの対象になる。

交通法規についての情報には、以下に役に立つウェブサイトを紹介する。

道路交通法は、以下をクリックする。

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90h08_e.htm
トロント市の条例や規則は、以下をクリックする。

http://www.toronto.ca/legdocs/municode/index.htm
さらに詳しい情報については、交通局、コミュニケーション・オフィス（電話番号

416_808_1920）まで、連絡されたい。


